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ままカフェみはるままカフェみはる
　出産・子育てするママたちの憩いの場　出産・子育てするママたちの憩いの場
です。助産師や保健師に相談したり、マです。助産師や保健師に相談したり、マ
マ同士おしゃべりしませんか。パパやごマ同士おしゃべりしませんか。パパやご
家族の参加もお待ちしています。家族の参加もお待ちしています。
■■時 2月12（木）午前10時～11時30分 2月12（木）午前10時～11時30分
■■所 保健センター 保健センター
■■対 妊婦さん、１歳までの赤ちゃんとママ、ご家族 妊婦さん、１歳までの赤ちゃんとママ、ご家族
■■内 赤ちゃんの体重測定、子育て相談（おっぱいのこと、 赤ちゃんの体重測定、子育て相談（おっぱいのこと、
　  離乳食のこと、育児のこと等）、ワンポイントアドバイ　  離乳食のこと、育児のこと等）、ワンポイントアドバイ
　  ス、ママ同士の交流　  ス、ママ同士の交流
■■物 母子手帳・飲み物・バスタオル・赤ちゃんに必要な 母子手帳・飲み物・バスタオル・赤ちゃんに必要な
　  もの（ミルク・お湯・おむつ等）　  もの（ミルク・お湯・おむつ等）
  ■■スタッフ  助産師、看護師、保健師、保育士、栄養士助産師、看護師、保健師、保育士、栄養士
■■〆 2月10日（火）までにアプリ 2月10日（火）までにアプリ
　  「母子モ」または電話で　  「母子モ」または電話でお申お申
　  込みください。　  込みください。
  ■■問・申  子育て支援課 子育て支援グループ子育て支援課 子育て支援グループ  ☎☎ 0247-62-00550247-62-0055

　乳幼児健康診査日程　
行　事 日　時 対　象 場　所 持ち物
３～４か月児 2月17日（火）

個別に案内
令和7年

10月1日～10月31日生

保健センター
１歳６か月児 2月19日（木）

個別に案内
令和6年

6月6日～7月15日生

３歳６か月児 2月18日（水）
個別に案内

令和4年
7月29日～8月13日生

問 子育て支援課 子育て支援グループ ☎ 0247-62-0055
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母子手帳、問診票、大きめのバスタ
オル

9～10か月児 2月25日（水）
個別に案内

令和7年
4月1日～4月30日生

母子手帳、問診票、大きめのバスタ
オル
母子手帳、問診票、大きめのバスタ
オル、タオル、歯ブラシ、仕上げ磨
き用歯ブラシ、コップ
母子手帳、問診票、尿、大きめのバ
スタオル、タオル、歯ブラシ、仕上
げ磨き用歯ブラシ、コップ

子育て相談
　子育てのこと、子どもの発達のこと、子どもへ　子育てのこと、子どもの発達のこと、子どもへ
の関わり方など子育てに関する悩みを、公認心理の関わり方など子育てに関する悩みを、公認心理
師に相談することができます。師に相談することができます。
■■時 2月5日（木）　①午後１時10分～２時10分 2月5日（木）　①午後１時10分～２時10分
　　　　　　　  ②午後２時30分～３時30分　　　　　　　  ②午後２時30分～３時30分
■■相 公認心理師　横山美香氏 公認心理師　横山美香氏

■■時 2月16日（月）　 ①午前 9時10分～10時10分 2月16日（月）　 ①午前 9時10分～10時10分
　　　　　　　　  ②午前10時30分～11時30分　　　　　　　　  ②午前10時30分～11時30分
■■相 公認心理師　久保木優紀氏 公認心理師　久保木優紀氏

■■所 役場１階相談室 役場１階相談室
■■￥ 無料 無料
■■〆 相談日の２日前までに電話で 相談日の２日前までに電話で
　  お申込みください。　  お申込みください。
  ■■問・申  子育て支援課 子育て支援グループ子育て支援課 子育て支援グループ  ☎☎ 0247-62-00550247-62-0055

子育て相談子育て相談
HPHP

ままカフェみはるままカフェみはる
HPHP

　町では、物価高騰の影響等を踏まえ、大学生等（短期　町では、物価高騰の影響等を踏まえ、大学生等（短期
大学生、専門学校生および予備校生も含む。）を養育し大学生、専門学校生および予備校生も含む。）を養育し
ている保護者に学生１人あたり２万円の給付金を支給してている保護者に学生１人あたり２万円の給付金を支給して
います。対象となる方は、お早めに申請してください。います。対象となる方は、お早めに申請してください。
■■〆 ２月27日（金） ２月27日（金）
■■問  子育て支援課子育て支援グループ 子育て支援課子育て支援グループ ☎☎0247-62-00550247-62-0055

　（令和８年）５月１日以降に保育所等を利用する際の申　（令和８年）５月１日以降に保育所等を利用する際の申
請期間が次のとおり変更となりますので、ご注意ください。請期間が次のとおり変更となりますので、ご注意ください。
▶▶変更前変更前　利用開始日の２か月前から前月の５日まで　利用開始日の２か月前から前月の５日まで
▶▶変更後変更後　利用開始日の　利用開始日の３か月前から前々月の15日まで３か月前から前々月の15日まで

  ５月１日から保育所を利用したい場合の申請期間の例
▶▶申請期間申請期間　２月１日から３月１５日までに申請いただくよう　２月１日から３月１５日までに申請いただくよう
　　　　　になります。　　　　　になります。
■■問  子育て支援課 保育グループ 子育て支援課 保育グループ ☎☎ 0247-62-00550247-62-0055

申請はお済みですか申請はお済みですか
令和７年度三春町大学生等の

保護者支援給付金

５月１日以降に保育所等を利用する際の
申請期間を変更します

詳しくは
こちら


